
「ハマロード・サポーター＜道路の里親制度＞」実施要綱 

制 定 平成１５年１２月 １ 日

最近改正 令和 ８年 ４  月 １ 日 

（目的） 

第１条 この要綱は、「ハマロード・サポーター＜道路の里親制度＞」事業（以下「ハマロー

ド・サポーター」という。）の運用方針に基づき事業を実施するにあたり、必要な事項に

ついて定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における道路の「維持管理」とは、道路を良好な状態に保つ目的で行う

機能保持のための行為及びこれに関連する行為をいう。 

（趣旨） 

第３条 これまで道路管理者が全般的に行ってきた道路に関する維持管理の一部を、地域の

ボランティア団体に委ねることにより、身近な道路について、地域性や独自性を取入れ

た維持管理を行い、地域の活動が、地域による適正利用を導き地域の活力を高めること

を通じて、街づくりの第一歩となるよう、地域と道路管理者の協働による「みちづくり」

を推進する。 

（活動期間及び場所） 

第４条 当該事業における参加団体の活動期間は年度単位とし、覚書締結日から当該年度

の３月３１日までとする。 

２  活動場所は、参加団体が任意に選定した道路で、当該道路を所管する土木事務所長の

承認を得た概ね１００ｍ以上の一定の区域とする。 

（活動内容） 

第５条 参加団体の行う活動は、道路の維持管理に係る次に示す範囲のものとする。 

• 道路の清掃、美化に関する活動 

• 道路情報の提供（パトロール）に関する活動 

• 適正利用に関する啓発・指導に関する活動 

• その他の土木事務所長が認めた活動 

２ 活動回数は月１回以上行うことを原則とする。ただし、土木事務所長が認めた場合は 

この限りではない。 

３  参加団体は年度毎に活動内容を記載した活動計画書（様式―２）を作成し、当該道路

を所管する土木事務所長の承認を得るものとする。 

（参加団体及び募集方法） 

第６条 「ハマロード・サポーター」の参加対象は、道路に関し営利を目的とせず、地域に

おいて自主的なボランティア活動を行う、概ね１０人以上の団体（以下「参加団体」とい

う。）とし、町内会、自治会、商店会、学校、企業、ＮＰＯ法人等とする。 

２ 参加団体の募集方法は、原則として公募による。 



（参加申請） 

第７条 参加団体は、代表者を決定し、参加申込書（様式―１）、活動計画書（様式―２）及

び参加者名簿（様式－３）を所管土木事務所長に提出する。なお、参加団体は、参

加者名簿を管理し、所管土木事務所長の求めがあった場合には、速やかに提出する。 

（参加団体の認定） 

第８条 所管土木事務所長は、前条の参加申込書等を審査して、参加団体としての適否を決

定し、適切と認められる場合には、ハマロード・サポーターに認定する。また、認定を

証するため認定書（様式―４）を交付する。 

２ 認定を受けた参加団体の活動が、当該事業の趣旨に反し不適切と認められる場合には、

所管土木事務所長は前項の認定を取消すことができるものとする。 

（覚書の締結） 

第９条 参加団体は、活動目的・場所及び内容等を定めた覚書（様式―５）を所管土木事務

所長と締結する。 

２ 覚書は、締結当事者から当該年度の２月末日までに特段の申し出がない場合には、翌年

度について自動更新するものとする。なお、参加団体は翌年度も更新する場合、当該年

度の３月末日までに第７条に定める活動計画書（様式―２）を、所管土木事務所長に提

出する。 

（覚書の変更と解除） 

第１０条 参加団体は、覚書を変更する必要が生じた場合は、所管土木事務所長と協議し、覚

書を変更することができるものとする。 

２ 参加団体は、覚書の軽微な変更をする場合には、すみやかに変更届（様式―６）を所管

土木事務所長に提出する。この届けをもって所管土木事務所長が認める場合は、当該変

更事項に関し当該覚書の変更があったとみなす。 

３ 所管土木事務所長は、参加団体が覚書の内容を遵守できない場合、または、当該事業の

趣旨並びに道路法等の関係法令に反する行為等を行ったと認められる場合には、覚書を

解除し活動の中止を指示すると共に、支給した活動に要する物品等を現存する限りにお

いて返却させる。その際、アダプトサイン設置団体は自費でアダプトサインを撤去する

ものとする。 

（活動の終了） 

第１１条 参加団体は、ハマロード・サポーター活動を終了する場合には、遅滞なく土木事

務所長に活動終了届（様式－９）を提出しなければならない。また、参加団体の団体名

等を記載したアドプトサイン設置団体は、土木事務所とアダプトサインの撤去について

協議する。 

（土木事務所長の支援内容） 

第１２条 参加団体に対する支援は、必要に応じ当該年度の予算の範囲内において次のと

おりとする。但し、参加団体が支援を求めない場合を除く。 

• 第５条第１項に示す活動に必要な物品等（消耗品）を提供する。 

• 参加団体が収集したゴミを、回収及び処分する。 



• 参加団体の管理活動と調和した、道路の整備及び利用の可能性について検討する。 

（花壇・フラワーポットの設置、すず風舗装等） 

• 土木事務所長が認めるその他の事項。 

（安全の確保） 

第１３条 参加団体は、活動を行うにあたって、歩行者及び車両の通行の障害にならない

ように注意すると共に、十分に安全の確保を図るものとする。 

（参加団体の責務） 

第１４条 参加団体が、前第８条に基づく認定を受けて行う維持管理活動に起因して、第

三者に損害を生じさせ、その賠償を必要とする場合には、参加団体の故意・重過失を 

原因とする場合は、参加団体がその責務を負い、その他の場合は、土木事務所長（道路

管理者）がその責務を負うものとする。 

２  参加団体またはその構成員に、維持管理活動に起因して自損事故等が発生し、損害を

賠償する必要がある場合には、その責務は、原則として参加団体が負うものとする 

３  参加団体は、活動中に事故が生じた場合には、直ちに所管土木事務所に連絡すると共

に遅滞なく事故発生報告書（様式―８）により土木事務所長あて報告する。 

（報告及び届出） 

第１５条 参加団体は、代表者や活動内容の変更などが生じた場合には、すみやかに所管

土木事務所長と協議し、前第１０条２項基づく変更届（様式―５）を提出する。 

２ 参加団体は、毎年度終了後すみやかに活動報告書（様式―７）を所管土木事務所長に 

提出する。 

（助言と指導） 

第１６条 所管土木事務所長は、参加団体に対し必要な助言及び指導を行うことができる。 

（事務取扱） 

第１７条 事務取扱は、所管土木事務所及び道路・交通政策局道路部管理課が行うものとする。 

 

附則 

１ この要綱は平成１５年１２月１日より施行する。

附則 

１ この要綱は平成２２年 ９月 １日より施行する。 

附則 

１ この要綱は令和 ８年 ４月 １日より施行する。 

 



報告及び届出時期 

• 参加申請時に提出するもの 

活動申込書（様式―１）、活動計画書（様式―２）、参加者名簿（様式―３） 

参加名簿は活動団体おいて保管し、土木事務所長の求めに応じ提出するものとする。 

 

• 活動年度の終了後３０日以内に提出するもの

活動報告書（様式―７） 

 

• 次年度に活動を継続する場合で、当該年度の２月末日までに提出するもの

活動計画書（様式―２） 

 

• 代表者及び活動内容等に変更を生じた場合に適宜提出するもの

変更届（様式―６） 

 

• 活動中に事故等が発生した場合に直ちに提出するもの

事故発生報告書（様式―８） 

 

• 活動を終了する際に遅滞なく提出するもの

活動終了届（様式―９） 



様式―１（参加申込書） 

 
 

参 加 申 込 書 

 

土木事務所長 あて 

 

 

ハマロード・サポーター＜道路の里親制度＞への参加を申込みます。 

 

令和  年  月  日 

 

団体名                         

 

代表者 住所                      

 

代表者氏名                       

 

電話番号                        

 

 

１ 期  間 令和  年  月  日 ～ 令和  年 ３月３１日  
 

２ 路線名称 横浜市道・県道・国道         号線 
 

３ 場  所 
（区 間）   

区    町    番地周辺 
（           から              まで） 

４ 活動距離      ｍ 

５ 参加者数      人 
 

６ 備  考

  
 
 



様式―２（活動計画書） 

 

活動計画書 
土木事務所長 あて 
 
令和  年度のハマロード・サポーターとしての活動計画は次の通りです。 
 
令和  年  月  日 

 

団体名                

代表者 住所             

    代表者氏名              

    電話番号               

 

 

 

活動登録人数 

     人 

日  程 活 動 内 容 参加予定人員 必要物品 その他 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

（延べ人数ではなく実数を記載してください） 
 



様式―３（参加者名簿） 

 

ハマロード・サポーター参加者名簿（令和  年度） 
 
令和  年  月  日 
 
団体名           
 

番号 氏   名 備 考 番号   氏   名 備 考 
１   ２６   
２   ２７   
３   ２８   
４   ２９   
５   ３０   
６   ３１   
７   ３２   
８   ３３   
９   ３４   

１０   ３５   
１１   ３６   
１２   ３７   
１３   ３８   
１４   ３９   
１５   ４０   
１６   ４１   
１７   ４２   
１８   ４３   
１９   ４４   
２０   ４５   
２１   ４６   
２２   ４７   
２３   ４８   
２４   ４９   
２５   ５０   
  合計      人 

※申請時に提出し、その後は団体にて管理します。ただし、土木事務所長の請求に応じて提出します。 



様式―４（認定書） 

 

ハマロード・サポーター認定書 
 
 

団体名        様 

 

 次の道路について、道路管理者と協力し維持管理活動を行う団

体であることを認定します。 

 

道路名称             

区  間              から 

                  まで 

 

令和  年  月  日 

 

（道路管理者）          

横浜市  土木事務所長   印 



様式―５ 

ハマロード・サポーターによる道路の維持管理に関する覚書 

 

参加団体（以下「甲」といいます。）と所管土木事務所（以下「乙」といいます。）とは、「ハ

マロード・サポーター＜道路の里親制度＞実施要綱（以下「実施要綱」といいます。）」第９条の

規定に基づき、協働による道路の維持管理の内容、手続き等について、次のとおり覚書を締結し

ます。 

 

（目的） 

第１条 この事業は、身近な道路を対象に、参加団体（地域）と土木事務所長（道路管理者）が、

パートナーシップにより道路の維持管理活動を行います。地域による道路の維持管理活動が、

道路の適正な利用を導き、地域の活力を高めることを通じて、地域による「街づくり」の第一

歩となるよう相互に協力して維持管理活動を進めます。 

（活動期間・活動場所） 

第２条 甲の活動期間及び活動場所は次のとおりとします。 

  ・ 活動期間 覚書締結日から令和  年３月３１日まで 

・ 活動場所 路線名       号線 

         区間        から      まで（約   ｍ） 

         活動位置及び範囲  別添図面のとおり 

（参加団体の活動内容） 

第３条 甲は、次に示す範囲で、道路の維持管理活動を行います。 

なお、道路の維持管理活動とは、道路を良好な状態に保つ目的で行う、機能保持のための活動

及び、これに関連する活動とします。 

（１）道路の清掃、美化に関する活動 

（空き缶や吸い殻などの散乱ごみの収集や除草、花壇の手入れなど。） 

（２）道路情報の提供（パトロール）に関する活動 

（道路の路面や関連施設の損傷、通行障害等に関する情報提供など。） 

（３）道路の適正利用に関する啓発・指導に関する活動 

  （違反広告物や不正駐輪等に対する注意やイベント等への参加など。） 

（４）その他の活動 

（土木事務所長の支援内容） 

第４条 乙は、甲の求めに応じ、次の事項について必要と認めた範囲で、次の支援を行います。 

（１）必要な物品や用具等の提供。 

（２）ごみの回収および処分。 

（３）その他必要な事項。 

（覚書の変更と解除） 

第５条 甲は、覚書を変更する必要が生じた場合は、乙と協議することとします。 

２ 甲は、覚書の軽微な変更をする場合には、すみやかに実施要綱に定める変更届（様式―６）

を乙に提出し、この届出をもって、乙が認める場合は、当該覚書の変更があったものとみなし

ます。 



３ 乙は、甲が覚書の内容を遵守できない場合、並びに当該事業の趣旨及び道路法等の関係法令

に反する行為を行ったと認められる場合には、覚書を解除し、活動の中止を指示できるものと

します。 

（自動更新） 

第６条 覚書は、甲及び乙から、当該年度の２月末日までに特段の申し出がない場合には、翌年

度について同様の内容で自動更新したものとみなします。 

２ 甲は、この覚書を翌年度も更新する場合、当該年度の３月末日までに実施要綱に定める活動

計画書（様式－２）を乙に提出します。 

（安全の確保） 

第７条 甲は、道路の維持管理活動を行うに当たり、通行の障害を生じさせることのないよう注

意すると共に、十分に安全の確保を図るものとします。 

（参加団体の責務） 

第８条 甲が、ハマロード・サポーター活動に起因して、第三者に損害を生じさせ、その賠償を

必要とする場合には、甲の故意・重過失を原因とする場合には、甲がその責務を負い、それ以

外の場合には、乙（道路管理者）がその責務を負うものとします。 

２ 甲またはその構成員に、維持管理活動に起因して自損事故等が発生し、損害を賠償する必要

が生じた場合には、その責務は、原則として甲が負うものとします。 
（助言と指導） 

第９条 乙は、甲に対して、維持管理活動に関し必要な助言及び指導を行うことができることと

します。 

（報告及び届出） 

第１０条 甲は、代表者や活動内容等の変更について、実施要綱に定める所定の報告及び届出事

由が生じた場合には、すみやかに乙と協議し、変更届（様式－６）を提出するものとします。 

２ 甲は、毎年度末終了後すみやかに実施要綱に定める活動報告書（様式-７）を乙に提出しま

す。 

（活動の終了） 

第１１条 甲は、ハマロード・サポーター活動を終了する場合には、すみやかに乙に活動終了届

け（様式―９）を提出しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この覚書に定めのない事項が生じた場合、またはこの覚書に疑義が生じた場合には、

甲乙が協議して定めるものとします。 

 

本覚書締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各自１通を保管します。 

 

令和  年  月  日 

 

        甲 （参加団体）代表            氏名         印 

 

 乙 所管土木事務所長（道路管理者）     氏名         印 

 



様式―７（活動報告書） 

 

活 動 報 告 書 
 
土木事務所長 あて 
 
令和  年度のハマロード・サポーターとしての活動実績は次の通りです。 
 
令和  年  月  日 

団体名                

代表者 住所             

    氏名                 

    電話番号               

月  日 活動内容 参加人員 使用物品 備 考  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     



様式―８（事故報告書） 

事故発生報告書 
 令和  年  月  日 

土木事務所長 あて 
ハマロード・サポーター                
団体名                        
代表者住所                      
代表者氏名         電話（   ）      

 
ハマロード・サポーターの活動中に、次の通り事故が発生したので報告します。 

事故発生日時 
 

令和  年  月  日（  ）午前・午後  時  分 

事故発生場所 
（路線名） 

     区     町 
（                             ） 

被 害 者 住所 
氏名 
性別 （男・女）   職業 
連絡先（自 宅）   ―   ―     
   （勤務先）   ―   ―     

被 害 状 況 （人身・物損） 
 
 
 

事 故 の 概 要  
 
 
 

事 故 後 の 措 置   月  日（ ） 
 
 

被害者への対応   月  日（ ） 
 
 

土木事務所処理欄 所 長 副所長 管理係長 担  当  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



様式―６（変更届） 

 

変  更  届 
 
土木事務所長 あて 
 
ハマロード・サポーターの活動等に関する事項について、変更が生じたので届出ます。 
なお、変更事項が覚書の内容に係わる場合で、所管土木事務所長が認める事項について

は、実施要綱第９条に定める覚書の変更があったものとみなすことに同意します。 
 
 
令和  年  月  日 

 

団体名                  

代表者 住所               

氏名                   

電話番号                 

 
 

 
変 更 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 代表者の変更 
 旧代表者 
 

住所 
氏名 

 新代表者 
 
 

住所 
氏名 
TEL 

□ 活動範囲の変更 
 
 
 
□ 活動人数の変更     名（ 増 ・ 減 ）  合計    名 
□ その他 

 

 ※活動人数のみの変更の場合は、提出しなくて結構です。活動計画書にて最新の活動人数を報告し

てください。 



 
様式―９（活動終了届出書）  

 
 

活動終了届出書 

 

土木事務所長 あて 

 

 

ハマロード・サポーター＜道路の里親制度＞の活動を終了します。 

 

令和  年  月  日 

 

団体名                         

代表者 住所                      

代表者氏名                            

電話番号                        

 

 

１  
終了年月日 

 
令和  年  月  日 

２  
活動を終了する 
理由 

 

 

３  
 活動に関する意見 

 
 

 


	「ハマロード・サポーター＜道路の里親制度＞」実施要綱
	改正不要【令和】ハマサポ要綱様式



